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文 部 科 学 省 総 合 教 育 政 策 局 
生涯学習推進課専修学校教育振興室 

 
 

職業実践専門課程として認定する専修学校の専門課程の推薦等の

手続について（依頼） 
 
 
令和５年度における標記に関する都道府県知事等からの推薦、名称等変更、廃止、要件不適合、

コースの設置等に係る届出については、別添１「専修学校の専門課程における職業実践専門課程

の認定に関する規程」、別添２「『専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する

規程』に関する実施要項」、別添３「『専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関

する規程』に関する記入要項」及び別添４「『職業実践専門課程』に関する主な質問に対する基

本的考え方」に従い、別添５「職業実践専門課程申請校一覧（都道府県等提出用）」とともに期

日までに下記担当あてに御提出いただくようお願いいたします。該当がない場合にも、お手数で

すが、その旨メールにて御連絡ください。 
なお、推薦等の様式を改正していますので、この度送付する様式を用いて推薦等をお願いいた

します。また、様式は無償化の機関要件の申請様式とは異なりますので、記載にあたっては御留

意ください。加えて、今年度より各学校からの推薦時における認定要件等に係る質問や不明点等

の問合せについては、文部科学省において直接対応いたしますので、都道府県等においてお取り

次ぎいただく必要はございません。 
併せて、職業実践専門課程として既に認定された専修学校の専門課程が、認定後も引き続き認

定要件を満たしているかの確認（フォローアップ）については、今年度においては、実施に向け

た検討のため、実施しないことといたしますので、御留意ください。 
また、全ての既認定課程について最新の様式を用いて情報の公表を行うよう、改めて周知願い

ます。 
なお、今年度に限り、提出期限を令和５年１１月３０日（木）といたしますので、御留意い

ただきますようお願いいたします。 
 
＜添付書類＞ 
【参考１】令和５年度の推薦等に係る主な変更点について 
【別添１】専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程 
【別添２】「専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程」に関する実施



要項 
【別添３】「専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程」に関する記入

要項 
【別添４】「職業実践専門課程」に関する主な質問に対する基本的考え方 
【別添５】職業実践専門課程申請校一覧（都道府県等提出用） 
 
※ 以上の資料については、文部科学省 HP にも順次掲載いたします。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/1339274.htm 
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